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開発事業の手続きフロー 

 

 
             まちづくり計画の定められている地区内の 

             事業は別途の適合審査        

 
 
                   小規模 
                   1,000 ㎡未満 
 
 
                    

                       

 

 
                                        協 議        
 
 
 
 
 
                   協 議 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                 必要に応じ出席を求める              必要に応じ出席を求める 

             必要に応じ出席を求める  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 協 議 

          協議が整った場合  協議が整わない 
          は次頁へ      で着手した場合 
 
 
 

日野市 開発事業者 
 

市民等、周辺住民等 

情報提供 
窓口相談 

開発基本計画の届出 

開発基本計画の公告 

開発基本計画広告板の設置 

（７日以内） 

説明会の開催 

説明会の日時・場所の届出 

（説明会の７日前までに周知）

周辺住民等説明会報告書 

の提出 
周辺住民等説明会報告書 

の公開(７日間) 

事前協議申請書の提出 

事前協議書の公告 
事業計画広告板の設置 

（７日以内） 

意見書の提出 

（公告から 14 日以内） 
意見書の送付 

見解書の提出 

見解書の公告 

調整会報告書の提出

指導書の作成 

指導書の交付 

指導書の公告 

開発事業申請書等の提出 

（指導書に対する見解書含む）
開発事業申請書 
(見解書)の公告 

開発事業手続き台帳の公開 

説明会の参加 

開発事業申請書に係る勧告 

開発基本計画の縦覧 
（30 日間） 

開発基本計画広告板の設置 

の届出 

事前協議書の縦覧 
（30 日間） 

見解書の縦覧 
（14 日間） 

開発事業調整会の申し出 
（見解書縦覧期間） 

まちづくり会議 

開発事業調整会の申し出 
（見解書縦覧期間） 

開発事業調整会 

調整会報告書の公開(14 日間)

出席者への送付 

指導書の縦覧（14 日間） 

まちづくり会議 
報告のみ 

開発事業申請書(見解書) 
の縦覧（30日間） 

まちづくり会議 
 

事業計画広告板の設置の 

届出 

是正命令 

公  表 
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          意見書の提出のない 

           事業は事前協 

           議申請書を開発 

           事業申請書とみなす 
                                             
 
                                              

 
 
 
 
 
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               工事着手へ 
 
 
 
 
 

日野市 開発事業者 
 

市民等、周辺住民等 

指導基準の 
適合審査 

指導基準適合通知書の 
公告 

指導基準適合通知書の縦覧 
（14 日間） 

開発事業に関する協定締結

開発許可申請、建築確認申請等

開発事業申請書等の提出 

開発事業計画修正等指
導書の交付 

公共・公益施設費および 

緑化推進費納入 

指導基準適合 事業計画に対する協議成立 

 

指導基準適合通知書の交付 

開発事業申請書の公告 

開発事業申請書の縦覧 
（30 日間） 

都市計画法第32条同意書の
交付 

開発事業計画修正等指
導書の公告 

開発事業計画修正等等
指導書の縦覧（14 日間）

指導基準不適合 


